
�愛媛県告示第１１２３号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第２８条第７項ただし書の規定に基づき、次のとおり鳥獣保護区の存

続期間を更新する。

平成２２年１０月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示

○ 鳥獣保護区の存続期間の更新……………………………………………７７１

○ 休猟区の指定………………………………………………………………７７３

○ 特定猟具使用禁止区域の指定……………………………………………７８０

○ 指定自立支援医療機関の指定……………………………………………７８０

○ 県営土地改良事業の事業計画書の縦覧（５件）………………………７８０

○ 肥料の登録の失効…………………………………………………………７８１

○ 公有水面埋立免許…………………………………………………………７８１

○ 土地改良事業の計画の変更の認可（２件）……………………………７８２

○ 市営土地改良事業の施行の関係書類の縦覧……………………………７８２

○ 開発行為に関する工事の完了……………………………………………７８２

○ 市営土地改良事業の施行の同意（３件）………………………………７８２

公 告

○ 特定非営利活動法人の設立の認証の申請の公告（２件）……………７８３

告 示

名 称 区 域 存続期間 保護に関する指針

鹿野川

ダム周

辺鳥獣

保護区

大洲市肱川町の県道小

田河辺大洲線の鹿野川大

橋東端を起点とし、ここ

から県道肱川公園線を東

に進み、県道小田河辺大

洲線との交点に至り、こ

こから同県道を北東ない

し南東に進み、市道ダム

河辺橋線との交点に至る。

ここから同市道を南東な

いし北西に進み、市道公

園清水橋線との交点に至

り、ここから同市道をほ

ぼ南東に進み、県道肱川

公園線に出て、同県道を

ほぼ南東に進み、市道康

申堂藤野原線との交点に

至る。ここから同市道を

南ないし西に進み、市道

藤野原汗嵐線との交点に

至り、ここから同市道を

平成２２年

１１月１日

から平成

３２年１０月

３１日まで

当該区域は、鹿

野川湖のほかは丘

陵地が多く植生も

多様であり、鳥類

の生息に適してい

ることから、鳥獣

保護区に指定し当

該区域に生息する

鳥獣の保護を図

る。

また、定期的に

巡視を実施するな

どにより、静謐な

環境の保持を図

り、鳥獣の安定的

な生息に著しい影

響を及ぼすことの

ないよう留意す

る。

ほぼ南に進み、同市と西

予市野村町との境界で市

道（野）汗嵐藤之原線と

の交点に至り、ここから

同市道を南に進み、市道

（野）汗嵐長谷線との交

点に至る。ここから同市

道をほぼ東に進み、市道

（野）長谷線との交点に

至り、ここから同市道を

南東に進み、市道（野）

大重長谷線との交点に至

り、ここから同市道を東

ないし北に進み、県道野

村柳谷線に出る。ここか

ら同県道をほぼ南東ない

し南西に進み、県道肱川

公園線との交点に至る。

ここから同県道をほぼ北

に進み、市道（野）堂野

窪線との交点に至り、こ

こから同市道を東に進み、

松尾橋東端に至る。ここ
りょう

から稜線を南東に進み、

同市予子林の松尾部落の

市道（野）河成堂野窪線

に出て、同市道を南西に

進み、市道（野）赤木線

との交点に至り、ここか

ら同市道を南ないし東に

進み、市道（野）赤木佐

須線との交点に至り、こ

こから同市道をほぼ南東

に進み、市道（野）佐須

線との交点に至り、ここ

から同市道を南東に進み、

同市野村町と同市城川町

との境界に至る。ここか

ら同境界をほぼ南に進み、

新辰の口橋を経て、更に

同境界をほぼ南西に進み、

市道（野）大領地線に出

て、同市道を北に進み、

市道（野）坂石大領地線

との交点に至り、ここか

ら同市道をほぼ北西に進
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み、市道（野）坂石線と

の交点に至る。ここから

同市道を北ないし南西に

進み、市道（野）坂石関

平線との交点に至り、こ

こから同市道をほぼ南に

進み、市道（野）中山線

との交点に至り、ここか

ら同市道をほぼ南西に進

み、市道（野）植木中山

線との交点に至る。ここ

から同市道をほぼ西ない

し南に進み、市道（野）

植木成穂線との交点に至

り、ここから同市道をほ

ぼ北西に進み、市道（野）

釜川阿下線との交点に至

る。ここから、同市道を

北東ないし西に進み、白

王橋南端に至り、ここか

ら同橋を北西に進み、同

橋北端で県道宇和野村線

に出て、同県道を西に進

み、市道（野）鎌田線と

の交点に至り、ここから

同市道をほぼ北東に進み、

市道（野）中通川西線と

の交点に至る。ここから

同市道をほぼ南東ないし

北東に進み、鎌田部落の

シモダバで山林と耕地と

の境界に至り、ここから

同境界をほぼ東ないし北

東に進み、同市道に出る。

ここから同市道をほぼ東

ないし北に進み、川平部

落の観音平で同部落の突

合に通じる谷との交点に

至り、ここから同谷を北

東に進み、同部落の突合

から市道（野）栗木川平

線に通じる山道に出て、

同山道を西に進み、同市

道に出て、同市道を西な

いし北東に約１７０メート

ル進み、市道（野）中通

川西線に通じる山道との

交点に至り、ここから同

山道を北東ないし北西に

進み、同市道に出る。こ

こから同市道を北に進み、

川平部落と本村部落との

りょう

境界の稜線で山林と耕地

との境界に至り、ここか

ら同境界を北ないしほぼ

南西に進み、同市栗木と

同市西との境界に至り、

ここから同境界をほぼ南

に進み、同市道に出て、

同市道をほぼ北西に進み、

市道（野）西肱川線との

交点に至る。ここから同

市道を北東に進み、同市

と大洲市との境界で市道

大平森線との交点に至り、

ここから同市道をほぼ北

西ないし西に進み、大豊

橋南端に至る。ここから

同橋を北東に進み、同橋

北端で県道蔵川大谷線に

出て、同県道を東に進み、

市道久下大屋敷線との交

点に至る。ここから同市

道をほぼ北東に進み、農

道二本松線との交点に至

り、ここから同農道を北

東ないし、北西に進み、

農道ジンジヤマ線との交

点に至り、ここから同農

道を北西に進み、農道オ

モダ線との交点に至り、

ここから同農道をほぼ西

ないし北東に進み、市道

久下下オクノタ線に出る。

ここから同市道を北東な

いし南東に進み、国道１９

７号に出る。ここから同

国道をほぼ北西に進み、

鹿野川大橋西端に至り、

ここから同橋を北東に進

み、起点に至る線に囲ま

れた区域

鹿島鳥

獣保護

区

南宇和郡愛南町鹿島の

全域

同 上 当該区域は、林

相は亜熱帯の樹林

地としてこの地方

を代表する照葉樹

２０余種が繁茂して

おり、野生鳥獣の

良好な生息環境と

なっていることか

ら、鳥獣保護区に

指定し、当該区域

に生息する野生鳥

獣の成育環境を保
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全する。

また、定期的な

巡視を実施し、静

謐な環境の保持を

図り、野生鳥獣の

生息環境に著しい

影響を及ぼすこと

のないよう留意す

る。

下伊台

道後山

鳥獣保

護区

松山市石手二丁目の石

手寺前の国道３１７号と県

道六軒家石手線との交点

を起点とし、ここから同

県道を北西に進み、市道

道後４１号線との交点に至

り、ここから同市道を北

西に進み、市道道後４２号

線との交点に至る。ここ

から同市道を北に進み、

県道六軒家石手線に出て、

同県道を北西に進み、市

道道後８８号線との交点に

至る。ここから同市道を

北東ないし南西に進み、

市道１４５号線との交点に

至り、ここから同市道を

西に進み、市道道後９０号

線との交点に至る。ここ

から、同市道を南西に進

み、市道道後８７号線との

交点に至り、ここから同

市道を北西に進み、県道

松山北条線に出る。ここ

から、同県道を北西に進

み、市道道後９７号線との

交点に至り、ここから同

市道をほぼ北に進み、市

道道後９８号線との交点に

至る。ここから同市道を

西に進み、県道松山北条

線に出て、同県道をほぼ

北東ないし東に進み、県

道松山東部環状線との交

点に至り、ここから同県

道を南東に進み、市道湯

山３６号線との交点に至る。

ここから同市道をほぼ南

西に進み、国道３１７号に

出て、同国道を南西ない

し西に進み、起点に至る

線に囲まれた区域

同 上 当該区域は、宅

地、果樹園及び人

工林が広い範囲を

占めているもの

の、希少種を含む

多様な鳥獣が生息

していることか

ら、鳥獣保護区に

指定し、当該地区

に生息する鳥獣の

保護を図る。

一方で、鳥獣に

よる農作物への被

害も多数発生して

いる現状を踏ま

え、有害鳥獣捕獲

により被害を及ぼ

す鳥獣の生息数を

調整するととも

に、同地区に生息

する他の鳥獣に著

しい影響を及ぼす

ことのないよう留

意する。

名 称 区 域 存続期間

翠波休猟

区

四国中央市寒川町の長谷川右岸と松

山自動車道との交点を起点とし、ここ

から同自動車道を東に進み、中曽根鳥

獣保護区界に至る。ここから同区界を

南ないし東に進み、法皇山脈に通じる

山道に出て、同山道をほぼ南に進み、

林道馬瀬線に出る。ここから同林道を

南ないし西に進み、林道虫仏山線との

交点に至る。ここから同林道を南ない

し東に進み、市道法皇線に出る。ここ

から同市道を西ないし北西に進み、同

市管理の作業道との交点に至る。ここ

から同作業道をほぼ北西に進み、林道

観音谷線に出る。ここから同林道をほ

ぼ北西に進み、長瀬橋東端に至る。こ

こから同川右岸を下流に進み、起点に

至る線に囲まれた区域

平成２２年１１

月１日から

平成２５年１０

月３１日まで

上野休猟

区

四国中央市土居町入野の国道１１号と

浦山川左岸との交点を起点とし、ここ

から同川左岸を上流に進み、宮久保川

との合流点に至る。ここから同川左岸

を上流に進み、中の川橋西端で林道中

の川線との交点に至り、ここから同林

道をほぼ南西に進み、二ツ岳登山道と

の交点に至る。ここから同登山道をほ

ぼ南東に進み、同市と新居浜市との境

界に至り、ここから同境界を西に進み、

二ツ岳三角点（１，６４７．３メートル）及

びエビラ山（１，６７７メートル）を経て、

四国中央市と旧土居町大字上野と旧土

居町大字浦山との境界の交点に至り、

ここから旧土居町大字上野と旧土居町

大字浦山との境界を北に進み、熊鷹山

（１，０９８メートル）を経て更に同境界

を北西に進み、住友林業株式会社の防

火帯との交点に至る。ここから同防火

帯北側をほぼ西に進み、河又川支流に

出て、同川右岸を下流に進み、関川と

の合流点に至る。ここから同川右岸を

下流に進み、熊谷大橋東端で同国道と

の交点に至り、ここから同国道を東に

進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

大久保休

猟区

新居浜市船木の池田池入口の市道坂

ノ下大久保線と国道１１号との交点を起

同 上
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点とし、ここから同国道を東に進み、

同市と四国中央市との境界の交点に至

り、ここから同境界を南に進み、下兜

山三角点（１，２３３．７メートル）に至る。
りょう

ここから通称大多羅稜線の歩道に出て、
りょう

同歩道を北西に進み、通称城ヶ尾稜線

の歩道との交点に至り、ここから同歩

道をほぼ北に進み、孝々谷川と客谷川

との合流点に至り、ここから同川右岸

を下流に進み、市道坂ノ下大久保線と

の交点に至り、ここから同市道をほぼ

北に進み、市道桧端上原線を横断し、

更に、市道坂ノ下大久保線を北に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

赤石休猟

区

新居浜市別子山床鍋の床鍋谷と銅山

川との合流点を起点とし、ここから同

川左岸を上流に進み、別子ダムえん堤

北端に至り、ここから同ダム貯水池の

常時満水位の貯水線の北岸に沿ってほ

ぼ南西に進み、中七番部落で平家谷と

七番谷川との合流点に至る。ここから

同川左岸を上流に進み、県道新居浜別

子山線と住友林業株式会社の私設作業

道との交点に至り、ここから同作業道

をほぼ西ないしほぼ北に進み、通称大

坂屋敷越で旧別子山村と旧新居浜市と

の境界に至り、ここから同境界を北東

に進み、西山三角点（１，４２８．７メート

ル）及び銅山越を経て、更に同境界を

北東に進み、西赤石山三角点（１，６２６．

１メートル）を経て、更に同境界をほ

ぼ東に進み、物住頭で旧別子山村と旧

新居浜市と四国中央市との境界の交点

に至る。ここから旧別子山村と四国中

央市との境界を東に進み、東赤石山三

角点（１，７０６．６メートル）を経て、更

に同境界を東に進み、権現越で床鍋谷

に通じる山道との交点に至り、ここか

ら同山道を南東に進み、同谷に出て、

同谷右岸を下流に進み、起点に至る線

に囲まれた区域

同 上

市之川・

加茂休猟

区

西条市釜の口の加茂川と市之川との

合流点を起点とし、ここから同川左岸

を上流に進み、丸野部落を経て、同川

上流端に至り、ここから同川に続く谷

筋に沿って南東に進み、ジョウシウネ

三角点（１，３８１．８メートル）で石鎚山

系鳥獣保護区界に至る。ここから同区

界を西ないし南に進み、吉居川に出て、

同川右岸を下流に進み、市道加茂８号

線との交点に至り、ここから同市道並

同 上

びにこれに続く市道加茂１号線、市道

加茂１０号線及び市道加茂３号線を西な

いし北に進み、ミヨジャ峠（８０７．０メ

ートル）に至る。ここから旧加茂大生
りょう

院の稜線を西に進み、カマキリ山三角

点（５３８．３メートル）を経て、加茂川

に出て、同川右岸を下流に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

途中之川

休猟区

西条市小松町大郷の市道山神線と県

道石鎚丹原線との交点を起点とし、こ

こから同県道をほぼ南東に進み、同県

道の終点に至る。ここから市道湯浪横

峰線に至り、ここから同市道を南東に

進み、横峰寺山門前を経て、間伐作業

道横峰天ヶ峠線との交点に至る。ここ

から同作業道を南西に進み、同作業道

終点に至る。ここから天ヶ峠を経て戸

石に通じる山道を南西ないし西に進み、

戸石を経て林道戸石天ヶ峠線をほぼ西

に進み同町と西条市丹原町との境界に

至る。ここから同境界をほぼ北に進み、

通称大郷戸石越えの山道との交点に至

り、ここから同山道を北東に進み、市

道山神線に出て、同市道を北東に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

同 上

千原休猟

区

西条市丹原町鞍瀬の国道１１号を西条

市小松町に向かい、鞍瀬橋と中山川の

交点の右端を起点とし、同川を下流に

向かい右岸を約５０メートル進み鞍瀬川

に至る。ここから同川を上流に向かい

右岸を進み、饒藪橋に至る。ここから

山道をほぼ南に進み饒藪部落に至り、

ここから更に山道を進み、東温市との

境界の交点に至る。ここから西条市と

東温市との境界を北西に進み、面木山

（９８８．３メートル）を経て、県道皿ヶ

嶺公園滑川線を横断し、滑川を渡り、

更に同境界を北西に進み、再度、同川、

同県道を横断し、同境界を北に進み、

国道１１号に至る。ここから同国道を西

条市小松町方面に向かって進み、起点

に至る線に囲まれた区域

同 上

木地休猟

区

今治市と西条市と国有林（木地奥事

業区）との境界の三角点（１，１１８．３メ

ートル）を起点とし、ここから国有林

と民有林との境界をほぼ西ないし北に

進み、三角点（１，００３．３メートル）を

経て、楢原山山頂（１，０４１メートル）

の奈良原神社に至る参道に出る。ここ

から同参道を北東に進み、同神社に至

り、ここから上木地登山道を北東に進

同 上
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み、市道木地川本線に出て、同市道を

南に進み、同市道と林道コタマゴ線の

起点との交点に至る。ここから、同林

道並びにこれに続く山道を南東に進み、

両市の境界に至り、ここから同境界を

南に進み、起点に至る線に囲まれた区

域

萩原休猟

区

松山市と今治市との境界と国道１９６

号との交点を起点とし、ここから同境

界をほぼ南東ないし北東に進み、県道

才之原菊間線に出て、同県道を南ない

し南西に進み、県道北条玉川線との交

点に至る。ここから同県道を西に進み、

市道北条立岩線との交点に至り、ここ

から同市道をほぼ西に進み、市道庄１

号線との交点に至る。ここから同市道

を北に進み、市道中通神田線との交点

に至り、ここから同市道を北西に進み、

県道粟井浅海線に出て、同県道をほぼ

北東ないしほぼ北西に進み、同国道に

出て、同国道を北東に進み、起点に至

る線に囲まれた区域

同 上

九川休猟

区

松山市東川町の国道３１７号と県道湯

山高縄北条線との交点を起点とし、こ

こから同県道をほぼ北西に進み、市道

九川宝坂線との交点に至り、ここから

同市道を北東ないし北西に進み、高縄

山鳥獣保護区界との交点に至る。ここ

から同区界をほぼ東ないしほぼ北東に

進み、市道米之野高縄線との交点に出

て、同市道をほぼ北東ないしほぼ東に

約３キロメートル進み、北三方ヶ森に
りょう

至る稜線に向かう山道との交点に至る。

ここから同山道及びこれに続く谷を南
りょう

東に進み、同稜線との交点に至る。こ
りょう

こから同稜線を東ないし北東に進み、

林道高為線に通じる山道に出る。ここ

から同山道を南に進み、同林道に出る。

ここから同林道をほぼ南東に進み、同

国道に出て、同国道を南西に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

同 上

権現休猟

区

松山市堀江町の県道平田北条線とＪ

Ｒ四国予讃線との交点を起点とし、こ

こから、同線を北東に進み、郷谷川に

出て、同川右岸を東に進み、郷谷川橋

北端で県道長井方堀江線との交点に至

り、ここから同県道を東ないし北東な

いし南東に進み、市道堀江１４７号線と

の交点に至る。ここから、同市道を南

西に進み、市道堀江４号線との交点に

至り、ここから同市道を東に進み、市

同 上

道堀江２号線との交点に至り、ここか

ら同市道をほぼ南東に進み、市道堀江

３号線との交点に至る。ここから同市

道をほぼ南に進み、長谷三角点（３７９．

６メートル）に至る山道との交点に至

り、ここから同山道を南西に進み、同

三角点を経て、さらに同山道を南西に

進み、市道伊台３８号線に出る。ここか

ら同市道を南東に進み、市道伊台３９号

線との交点に至り、ここから同市道を

南ないし南西に進み、市道伊台６３号線

との交点に至り、ここから同市道をほ

ぼ南に進み、県道松山東部環状線を横

断し、標高点（２３６メートル）に至る
りょう りょう

稜線との交点に至る。ここから同稜線

を南東に進み、同標高点を経て、更に
りょう

同稜線を南東に進み、県道松山北条線

に出て、同県道を西ないし南西ないし

ほぼ南に進み、市道清水８０号線との交

点に至り、ここから同市道を西に進み、

市道清水７７号線との交点に至る。ここ

から同市道をほぼ北西に進み、市道清

水５３号線との交点に至り、ここから同

市道を北に進み、市道清水４７号線との

交点に至り、ここから同市道を西に進

み、市道清水４６号線との交点に至り、

ここから同市道を北に進み、市道清水

３２号線との交点に至る。ここから同市

道を北に進み、市道清水１０号線との交

点に至り、ここから同市道を東に進み、

市道潮見５９号線との交点に至り、ここ

から同市道を北に進み、県道松山東部

環状線に出て、同県道を西に進み、市

道潮見８２号線との交点に至る。ここか

ら同市道を北西に進み、国道１９６号に

出て、同国道を北に進み、県道平田北

条線との交点に至り、ここから同県道

を北に進み、起点に至る線に囲まれた

区域

小野休猟

区

松山市平井町の市道小野２５号線と市

道小野３号線との交点を起点とし、こ

こから同市道を北に進み、松山市平井

町と同市食場町の境界との交点に至り、

ここから同境界を東ないし北に進み、

観音山の横谷三角点（５１８．１メートル）

で小野三角点（５９２．１メートル）に通

じる山道との交点に至る。ここから同

山道をほぼ北に進み、同三角点を経て、

更に同山道を北東ないし東ないし北に

進み、市道湯山４０号線に出て、同市道

を北東に約３００メートル進み、小屋峠
りょう

三角点（６６５．１メートル）に通じる稜

同 上
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りょう

線との交点に至る。ここから同稜線を

東に進み、同三角点を経て、更に標高
りょう

点（６９１メートル）に向かって同稜線

を北東に進み、県道河中平井停車場線
りょう

を横断し、更に同稜線を東に進み、同

標高点に至る。ここから標高点（７７１
りょう

メートル）に向かって同稜線を南東に
りょう

進み、同標高点を経て、更に同稜線を

東に進み、松山市と東温市との境界と

の交点に至る。ここから同境界を南東

ないし南西に進み、標高点（３９３メー

トル）で市道小野８号線に通じる山道

に出て、同山道をほぼ南西に進み、同

市道に出て、同市道を北西に進み、市

道小野１４６号線との交点に至る。ここ

から同市道を西に進み、市道小野９号

線との交点に至り、ここから同市道を

南西に進み、市道小野１４５号線との交

点に至り、ここから同市道を北西に進

み、市道小野１４４号線との交点に至り、

ここから同市道を北西に進み、県道河

中平井停車場線に出て、同県道を南西

に進み、市道小野１３号線との交点に至

る。ここから同市道を北西に進み、市

道小野１２号線との交点に至り、ここか

ら同市道を西に進み、市道小野２１号線

との交点に至り、ここから同市道を北

に進み、市道小野２５号線との交点に至

り、ここから同市道を西に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

窪野休猟

区

松山市東方町の県道三坂松山線と市

道久谷２号線との交点を起点とし、こ

こから同市道を東ないし北東に進み、

松山市と東温市との境界との交点に至

り、ここから同境界をほぼ南東に進み、

松山市と久万高原町との境界との交点

に至る。ここから同境界を南ないし南

西に進み、県道三坂松山線に通じる山

道との交点に至り、ここから同山道を

北西に進み、同県道に出て、同県道を

ほぼ北西に進み、起点に至る線に囲ま

れた区域

同 上

秦皇山休

猟区

伊予市中山町栗田の県道広田双海線

と県道中山砥部線との交点を起点とし、

ここから同県道をほぼ南西に進み、県

道久万中山線との交点に至り、ここか

ら同県道をほぼ南西ないし北西に進み、

国道５６号に出て、同国道を北西に進み、

県道野中長沢線との交点に至る。ここ

から同県道をほぼ南東ないしほぼ北東

に進み、市道小池秦皇山線との交点に

同 上

至り、ここから同市道をほぼ北西に進

み、林道大谷第２線との交点に至り、

ここから同林道をほぼ北東に進み、林

道ハダコ線との交点に至る。ここから

同林道を北東ないし南に進み、林道敷

野線に通じる農道との交点に至り、こ

こから同農道を北東ないし南に進み、

同林道に出て、同林道を北に進み、県

道広田双海線に出て、同県道を東ない

し北西ないしほぼ北東に進み、起点に

至る線に囲まれた区域

陣が森岳

休猟区

伊予市中山町中山の県道串中山線と

国道５６号との交点を起点とし、同国道

をほぼ南西に進み、伊予市と内子町と

の境界との交点に至り、ここから同境

界をほぼ西ないしほぼ北に進み、県道

串中山線との交点に至り、ここから同

県道を南東ないしほぼ北ないし東に進

み、市道永木坂本線との交点に至る。

ここから同市道を南東に進み、市道福

住線との交点に至り、ここから同市道

を南東に進み、県道永木内子線に出て、

同県道を北東に進み、県道石畳中山線

との交点に至り、ここから同県道を南

東ないし北東に進み、市道永木梅原線

との交点に至る。ここから同市道をほ

ぼ北西ないしほぼ北に進み、県道串中

山線に出て、同県道をほぼ北東に進み、

重藤峠で松山自動車道の側道に通じる

山道との交点に至り、ここから同山道

を北西に進み、同側道に出て、同側道

を北東に進み、林道柚之木線との交点

に至る。ここから同林道及びこれに続

く山道を北東ないしほぼ南東に進み、

柚之木上組集落で県道串中山線に通じ

る山道との交点に至る。ここから同山

道を南東に進み、同県道に出て、同県

道をほぼ南東ないし北東に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

同 上

陣ヶ森休

猟区

東温市下林の県道美川松山線と県道

伊予川内線との交点を起点とし、ここ

から同県道を東に進み、市道助兼横根

線との交点に至り、ここから同市道を

南東に進み、市道下林２号線との交点

に至り、ここから同市道を東に進み、
りょう

標高点（２５８メートル）に向かう稜線
りょう

との交点に至る。ここから同稜線を東
りょう

に進み、同標高点を経て、更に同稜線

を東ないし南東に進み、番駄ヶ森の標

高点（６０５メートル）を経て、更に同
りょう

稜線をほぼ南に進み、扇畑三角点（６５

同 上
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りょう

８．５メートル）を経て、更に同稜線を

南東に進み、象ヶ森三角点（７０３．３メ
りょう

ートル）を経て、更に同稜線を南東に

進み、民有林と国有林との境界との交

点に至る。ここから同境界をほぼ南西

に進み、拝志川に出て、同川右岸を北

西に進み、高智橋東端で県道美川松山

線との交点に至り、ここから同県道を

北ないし北西に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

添谷休猟

区

東温市松瀬川の県道湯谷口川内線と

県道湯谷口松瀬川線との交点を起点と

し、ここから同県道を北東に進み、林

道松瀬川本谷線との交点に至り、ここ

から同林道及びこれに続く山道を北東

ないし北に進み、稔山の天子谷三角点
りょう

（９１６．６メートル）に向かう稜線との
りょう

交点に至る。ここから同稜線を北東に
りょう

進み、同三角点を経て、更に同稜線を

北東に進み、東温市と西条市との境界

との交点に至り、ここから同境界を南

西ないし南東に進み、国道１１号に出て、

同国道をほぼ南に進み、市道一ヶ谷土

谷線との交点に至る。ここから同市道

を西に進み、市道桧皮峠線との交点に

至り、ここから同市道をほぼ北西に進

み、県道湯谷口川内線に出て、同県道

を南西に進み、起点に至る線に囲まれ

た区域

同 上

則之内休

猟区

東温市則之内の県道美川川内線と国

道１１号との交点を起点とし、ここから

同国道を東に進み、国道４９４号との交

点に至り、ここから同国道を南東ない

し西に進み、宝蔵寺地区から標高点

（５８８メートル）に至る山道との交点

に至る。ここから同山道を南西に進み、

同標高点を経て、更に同山道を南西に

進み、奥惣田三角点（８５６．０メートル）
りょう

に至る稜線との交点に至り、ここから
りょう

同稜線を南西ないし西に進み、同三角
りょう

点を経て、更に同稜線を西に進み、標

高点（５９４メートル）で市道惣田谷線

に通じる山道との交点に至る。ここか

ら同山道を南に進み、同市道に出て、

同市道を西ないし南西に進み、県道美

川川内線に出て、同県道を北に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

同 上

滑川休猟

区

東温市と西条市との境界と県道皿ヶ

嶺公園滑川線との交点を起点とし、こ

こから同境界をほぼ東ないしほぼ南東

ないし南西に進み、東温市と西条市と

同 上

久万高原町との境界との交点に至り、

ここから東温市と上浮穴郡久万高原町

との境界を南西に進み、滑川渓谷の遊

歩道に出て、同遊歩道を北西に進み、

市道滑川海上２号線に出て、同市道を

北西に進み、県道皿ヶ嶺公園滑川線に

出て、同県道をほぼ北西に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

万年休猟

区

伊予郡砥部町大南の県道大平砥部線

と国道３７９号との交点を起点とし、こ

こから同国道を南ないし南東ないしほ

ぼ南西に進み、瀧見橋西端で標高点
りょう

（５８７メートル）に向かう稜線との交
りょう

点に至る。ここから同稜線を西に進み、
りょう

同標高点を経て、さらに同稜線を西に

進み、間戸峠に至る山道に出て、同山

道をほぼ南西に進み、県道中山砥部線

を横断し、砥部町と伊予市との境界と

の交点に至る。ここから同境界を北西

に進み、県道大平砥部線に出て、同県

道をほぼ北東に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

同 上

東明神休

猟区

上浮穴郡久万高原町と松山市との境

界と国道３３号との交点を起点とし、こ

こから同国道をほぼ南東に進み、町道

皿木線との交点に至る。ここから同町

道を西に進み、皿木部落で正持ヶ峠に

通じる山道との交点に至り、ここから

同山道を西ないし北西に進み、同峠に

至る。ここから同町大字二名と同町大

字東明神との境界を北に進み、同町と

同市との境界に至る。ここから同境界

を東に進み、黒森山三角点（１，１５４．２

メートル）を経て、更に同境界を北東

ないし北に進み、起点に至る線に囲ま

れた区域

同 上

西ノ川休

猟区

上浮穴郡久万高原町露峰と同町大川

との大字界と国道３３号との交点を起点

とし、ここから同大字界を南西に進み、

三角点（８１９．３メートル）を経て、同

町と喜多郡内子町との境界に至り、こ

こから同境界をほぼ西に進み、三角点

（９７７．１メートル）を経て、今生坂峠

で芋坂鳥獣保護区界に至り、ここから

同区界をほぼ北に進み、国道３８０号に

出て、同国道をほぼ東に進み、国道３３

号との交点に至り、ここから同国道を

東に進み、起点に至る線に囲まれた区

域

同 上

大成休猟

区

上浮穴郡久万高原町渋草の国道４９４

号と町道大成線との交点を起点とし、

同 上
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ここから同町道をほぼ北東に進み、町

道坂瀬線との交点に至る。ここから同

町道をほぼ北に進み、民有林と国有林

との境界で林道坂瀬線との交点に至り、

ここから同林道をほぼ北に進み、石鎚

山系鳥獣保護区界に至る。ここから同

区界をほぼ南ないし、南東に進み、面

河川に出て、同区界をほぼ南西に進み、

県道西条久万線との交点に至る。ここ

から同県道をほぼ南西ないし西に進み、

同国道に出て、同国道をほぼ北に進み、

起点に至る線に囲まれた区域

二箆休猟

区

上浮穴郡久万高原町黒藤川の県道美

川川内線と町道木地線との交点を起点

とし、ここから同町道を北東ないしほ

ぼ西に進み、農道置俵線との交点に至

る。ここから同農道をほぼ北西ないし

東に進み、町道蓑川線に出て、同町道

をほぼ東ないし北西に進み、同県道に

出て、同県道をほぼ北東に進み国道４９

４号との交点に至る。ここから同国道

をほぼ東に進み、愛媛県と高知県との

境界に至る。ここから同境界をほぼ南

ないし南東に進み、よらきれ部落に通

じる山道との交点に至る。ここから同

山道をほぼ西に進み、林道長崎明神山

線に出る。ここから同林道をほぼ西に

進み、同県道に出て、同県道をほぼ西

に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

高野休猟

区

上浮穴郡久万高原町の国道４４０号と

県道猪伏西谷線との交点を起点とし、

ここから同県道をほぼ東に進み、猪伏

鳥獣保護区界に至る。ここから同区界

をほぼ南ないし西に進み、愛媛県と高

知県との境界に至る。ここから同境界

を西に進み、同国道に出て、同国道を

ほぼ北西ないし北東に進み、中久保橋

を経て、更に同国道を南東ないし北東

に進み、起点に至る線に囲まれた区域

同 上

只海休猟

区

喜多郡内子町平岡の県道肱川公園線

と旧内子町と旧五十崎町との境界との

交点を起点とし、ここから同境界をほ

ぼ東に進み、県道坊屋敷小田線との交

点に至る。ここから同県道を南西に進

み、県道内子河辺野村線との交点に至

る。ここから同県道を南西に進み、県

道坊屋敷小田線との交点に至り、ここ

から同県道をほぼ南西に進み、県道肱

川公園線との交点に至る。ここから同

県道を北に進み、起点に至る線に囲ま

れた区域

同 上

臼杵休猟

区

上浮穴郡久万高原町と喜多郡内子町

と伊予郡砥部町との境界の交点となる

三郷の辻三角点（９３１．９メートル）を

起点とし、ここから久万高原町と内子

町の境界を南東ないし南に進み、国道

３８０号に出る。ここから同国道をほぼ

西に進み、町道大平高山畑谷線との交

点に至り、ここから同町道並びにこれ

に続く通称玄台越え山道を北西に進み、

町道倉谷倉頭線に出る。ここから同町

道を西ないし北西に進み、県道久万中

山線に出る。ここから同県道を西に進

み、同町と砥部町との交点に至り、こ

こから同境界をほぼ北東に進み、起点

に至る線に囲まれた区域

同 上

雨霧休猟

区

喜多郡内子町本川の県道小田柳谷線

と県道美川小田線との交点を起点とし、

ここから同県道を東に進み、町道中畦

面谷線との交点に至る。ここから同町

道をほぼ南東に進み、林道蔵ヶ谷面谷

線との交点に至り、ここから同林道を

ほぼ南西に進み、作業道花屋線との交

点に至る。ここから同作業道をほぼ南

東に進み、県道上川小田深山線との交

点に至り、ここから同県道を南西に進

み、国有林と民有地との境界に至る。

ここから同境界を西に進み、小田深山

鳥獣保護区との境界に至り、ここから

同境界をほぼ西に進み、同町と大洲市

との境界に至る。ここから同境界を北

西に進み、町道用の山線との交点に至

り、ここから同町道を東に進み、県道

小田柳谷線との交点に至る。ここから

同県道を北東ないしほぼ北に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

同 上

大洲松尾

休猟区

大洲市柚木の国道４４１号と県道大洲

野村線との交点を起点とし、ここから

同県道をほぼ東ないし南東に進み、森

山部落を経て、更に同県道を南西に進

み、市道蔵川梅川線との交点に至る。

ここから同市道をほぼ西に進み、同国

道に出て、同国道をほぼ西に進み、市

道梅川札掛線との交点に至り、ここか

ら同市道をほぼ北西に進み、市道北只

横野線との交点に至る。ここから同市

道を北西に進み、国道５６号に出る。こ

こから同国道を北に進み、市道黒木野

佐来線との交点に至る。ここから同市

道を北東に進み、北山橋北端で国道４４

１号に出て、同国道を北東に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

同 上
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長浜西休

猟区

大洲市長浜町沖浦の国道３７８号と県

道長浜中村線との交点を起点とし、こ

こから同県道をほぼ南東に進み、県道

長浜保内線との交点に至り、ここから

同県道をほぼ南西に進み、楠の木部落

及び別府部落を経て、更に同県道を南

に進み、奥部落の通称社宅で金山出石

寺鳥獣保護区界に至り、ここから同区

界を南西に進み、浄心山三角点（７８１．

６メートル）で同市と八幡浜市との境

界に至る。ここから同境界を西ないし

北に進み、同国道に出て、同国道を北

東に進み、起点に至る線に囲まれた区

域

同 上

瀬田横尾

地休猟区

八幡浜市須川の国道３７８号と県道長

浜保内線との交点を起点とし、ここか

ら同県道をほぼ北東に進み、市道瀬田

坊秦野線との交点に至り、ここから同

市道を南東に進み、同市日土町野地の

シラクズレ谷に出て、同谷を北に進み、

同市と大洲市との境界に至る。ここか

ら同境界をほぼ南に進み、鞍掛山三角

点（６２９．４メートル）に至り、ここか
りょう

ら稜線を南西に進み、国道１９７号の名

坂トンネルに出て、ここから同国道を

北西に進み、国道３７８号との交点に至

り、ここから同国道を北西に進み、起

点に至る線に囲まれた区域

同 上

河内休猟

区

西予市と八幡浜市との境界と県道八

幡浜宇和線との交点を起点とし、ここ

から同境界を北西ないし北東に進み、

西予市と八幡浜市と大洲市との境界の

交点に至り、ここから西予市と大洲市

との境界を東に進み、国道５６号の鳥坂
ずい ずい

隧道上に至る。ここから同隧道上を南
ずい

西に進み、同隧道南口で同国道に出て、

同国道をほぼ南西に進み、同県道との

交点に至る。ここから同県道を北ない

し西に進み、起点に至る線に囲まれた

区域のうち、多田鳥獣保護区の区域を

除いた区域

同 上

渓筋・富

野川休猟

区

西予市野村町松渓の県道高瀬松渓線

と国道４４１号との交点を起点とし、こ

こから同国道を南西に進み、市道寺谷

梶原橋詰線との交点に至る。ここから

同市道を北西に進み、市道寺谷線との

交点に至り、ここから同市道を北西に

進み、林道藤ヶ成線との交点に至る。

ここから同林道を北西に進み、市道籠

谷線に通じる山道との交点に至り、こ

こから同山道を北西に進み、同市道に

同 上

出る。ここから同市道を南東ないし北

西に進み、同市と大洲市との境界の交

点に至る。ここから西予市と大洲市と

の境界を北東ないし南東に進み、三角

点（６６５．２メートル）を経て、更に同

境界をほぼ東に進み、県道大洲野村線

に出て、同県道をほぼ南西に進み、県

道高瀬松渓線との交点に至り、ここか

ら同県道を西に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

御在所休

猟区

西予市城川町高野子の県道日向谷高

野子線と国道１９７号との交点を起点と

し、ここから同国道を南東ないし南西

に進み、同市と鬼北町との境界に至る。

ここから同境界を北西に進み、三角点

（５９４．１メートル）、御在所山（９０８．１

メートル）、三角点（８２１．３メートル）

を経て、更に同境界を南西ないし北西
りょう

に進み、林道下惣川線の終点に至る稜
りょう

線との交点に至る。ここから同稜線を

北東に進み、同林道の終点に出る。こ

こから同林道をほぼ北東に進み、市道

下惣川線に出て、同市道を北東ないし

北に進み、市道広田今田線との交点に

至る。ここから同市道を北ないし東に

進み、市道土居愛治線との交点に至り、

ここから同市道を東ないし北に進み、

同国道に出る。ここから同国道を南東

ないし東に進み、起点に至る線に囲ま

れた区域

同 上

成妙休猟

区

宇和島市三間町黒井地の通称板ヶ谷

峠を起点とし、ここから市道奥木戸前

線に通じる山道を南ないし南西に進み、

同市道に出て、同市道をほぼ南に進み、

市道木戸前線との交点に至り、ここか

ら同市道を南東に進み、市道西谷線と

の交点に至り、ここから同市道を南東

に進み、市道黒井地本線との交点に至

る。ここから同市道を南に進み、県道

広見吉田線に出る。ここから同県道を

東に進み、県道伊予宮ノ下停車場務田

線との交点に至り、ここから同県道を

南に進み、県道広見三間宇和島線との

交点に至り、ここから同県道をほぼ南

西に進み、同町と旧宇和島市との境界

に至る。ここから同境界をほぼ西に進

み、同町と旧宇和島市と同市吉田町と

の境界の交点に至る。ここから同市三

間町と同市吉田町との境界をほぼ北に

進み、十本松峠を経て、更に同境界を

ほぼ北東に進み、歯長山で同市三間町

同 上
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�愛媛県告示第１１２５号
鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）

第３５条第１項の規定に基づき、次のとおり特定猟具使用禁止区域を

指定する。

平成２２年１０月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１２７号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

東温市下林及び上村地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、

同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写

しを縦覧に供する。

平成２２年１０月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・阿弥陀地区）計画書の

写し

２ 縦覧期間

平成２２年１０月１２日から平成２２年１１月９日まで

３ 縦覧場所

東温市役所本庁

�������
�愛媛県告示第１１２８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

伊予郡松前町大字横田地域に係る県営土地改良事業計画を定めたの

�愛媛県告示第１１２６号
障害者自立支援法（平成１７年法律第１２３号）第５４条第２項の規定により、次のとおり指定自立支援医療機関を指定した。

平成２２年１０月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

と同市吉田町と西予市との境界の交点

に至る。ここから同市三間町と西予市

との境界を東に進み、起点に至る線に

囲まれた区域

長月休猟

区

南宇和郡愛南町御荘平城の県道猿鳴

平城線の和口橋を起点とし、ここから

和口川をほぼ北に進み、金刀比羅橋で

金刀比羅神社参道との交点に至る。こ

こから同参道を西に進み、金刀比羅神
りょう

社に至り、ここから稜線を北西に進み、

松軒山三角点（１９０．０メートル）を経
りょう

て、更に同稜線をほぼ北に進み、西平

山及び通称石鎚山三角点（５７９．７メー
りょう

トル）を経て、更に同稜線を北東に進

み、和口山で、旧御荘町と旧城辺町と

の境界に至る。ここから同境界をほぼ

東に進み、通称ハンケン山三角点（７０

４．３メートル）を経て、更に同境界を

東ないし南に進み、同県道に出る。こ

こから同県道を西に進み、起点に至る

線で囲まれた区域

同 上

名 称 区 域 存続期間
禁止に係る
特定猟具の
種類

下島山

大谷特

定猟具

使用禁

止区域

西条市の市道玉津４号線の下島山橋

北端を起点とし、ここから同市道を北

に進み、市道玉津大谷東線との交点に

至る。ここから同市道並びにこれに続

く市道八幡原下島山線を東に進み、市

道大谷東線との交点に至る。ここから

同市道をほぼ東に進み、東大谷川に出

て、同川右岸を上流に進み、同市と新

居浜市との境界に至る。ここから同境

界を南に進み、渦井川左岸堤防に出て、

同堤防を北西に進み、鶯橋南端で市道

下島山所藪線との交点に至り、ここか

ら同市道を西に進み、市道玉津４号線

との交点に至り、ここから同市道を西

に進み、下島山橋南端に至る。ここか

ら同橋を北に進み、起点に至る線に囲

まれた区域

平成２２年

１１月１日

から平成

３２年１０月

３１日まで

銃 器

東蓮寺

ダム特

定猟具

使用禁

止区域

宇和島市吉田町沖村の東蓮寺ダムの

区域一円（水面）

同 上 同 上

名 称 所 在 地 開設者の氏名又は名称 担当しようとする
医療の種類 指定年月日

トマト調剤薬局樽味店 松山市樽味四丁目３番３３号 株式会社徳島共和薬品 精神通院医療
（薬局）

平成２２年
８月１日

清保堂薬局がんセンター前 松山市南梅本町甲１９８番１ 有限会社清保堂 精神通院医療
（薬局）

平成２２年
８月１日

しば薬局 松山市祇園町１－４４ エヌエスメディカル株式会社 精神通院医療
（薬局）

平成２２年
９月１日

旭調剤薬局井門店 松山市井門町４５９番地４ 有限会社旭調剤薬局 精神通院医療
（薬局）

平成２２年
９月１日

愛 媛 県 報平成２２年１０月８日 第２２０８号
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で、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書

の写しを縦覧に供する。

平成２２年１０月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・蓼原地区）計画書の写

し

２ 縦覧期間

平成２２年１０月１２日から平成２２年１１月９日まで

３ 縦覧場所

松前町役場

�������
�愛媛県告示第１１２９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

松山市平井町地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、同条

第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写しを

縦覧に供する。

平成２２年１０月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・茨谷下地区）計画書の

写し

２ 縦覧期間

平成２２年１０月１２日から平成２２年１１月９日まで

３ 縦覧場所

松山市役所本庁

�������
�愛媛県告示第１１３０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

松山市本谷及び常竹地域に係る県営土地改良事業計画を定めたので、

同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業計画書の写

しを縦覧に供する。

平成２２年１０月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・本谷地区）計画書の写

し

２ 縦覧期間

平成２２年１０月１２日から平成２２年１１月９日まで

３ 縦覧場所

松山市役所北条支所

�������
�愛媛県告示第１１３１号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８７条第１項の規定により、

松山市中通、上難波及び萩原地域に係る県営土地改良事業計画を定

めたので、同条第５項の規定により、次のとおり当該土地改良事業

計画書の写しを縦覧に供する。

平成２２年１０月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 縦覧に供すべき書類の名称

県営土地改良事業（ため池等整備事業・難波地区）計画書の写

し

２ 縦覧期間

平成２２年１０月１２日から平成２２年１１月９日まで

３ 縦覧場所

松山市役所北条支所

�������
�愛媛県告示第１１３２号
肥料取締法（昭和２５年法律第１２７号）第１４条の規定により、次の

肥料の登録は、失効した。

平成２２年１０月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１１３３号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規定によ

り、次のように埋立てを免許した。

平成２２年１０月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人に

あっては、その代表者の氏名及び住所

今治市

今治市別宮町一丁目４番地１

代表者 今治市長 菅 良二

今治市大三島町宮浦５７１４番３

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

今治市波方町波方字石持甲１５７１番４から同甲１６０９番９まで

の地先公有水面

イ 区域

次の１点から１６点までを順次直線で結んだ線並びに１６点と

１点を結ぶ平成２０年の秋分の満潮位（Ｄ．Ｌ．＋３．２９メート

ル）の陸と公有水面との接する線により囲まれた区域

基点（今治市波方町大字波方字石持乙４８２番地の１、国土

地理院「長泉寺」四等三角点）は、北緯３４度０７分１０秒０４７２、

東経１３２度５７分２９秒８５４５の地点

１点は、基点から真北８６度００分１５秒５０２．７１メートルの地点

２点は、１点から真北９５度３７分４０秒５．３０メートルの地点

３点は、２点から真北１２８度２０分０８秒４．００メートルの地点

４点は、３点から真北２１８度２０分０８秒５．３０メートルの地点

５点は、４点から真北１２８度２０分０８秒５８．０８メートルの地点

６点は、５点から真北３８度２０分０８秒１．３０メートルの地点

７点は、６点から真北１２８度２０分０８秒６６．６６メートルの地点

８点は、７点から真北２１８度２０分０８秒１．３０メートルの地点

９点は、８点から真北１２８度２０分０８秒４８．４０メートルの地点

１０点は、９点から真北３８度２０分０８秒５．３０メートルの地点

１１点は、１０点から真北１２８度２０分０８秒５．２６メートルの地点

１２点は、１１点から真北１９５度５１分１３秒５．２６メートルの地点

１３点は、１２点から真北２８５度５１分１３秒５．３０メートルの地点

失効年
月日

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

平成２２
年９月
２６日

愛媛県
第１２４４
号

混合有
機質肥
料

宇和混
合有機
２号

窒素全
量２．０
りん酸
全量
１４．０

株式会社研農
高知県高知市萩
町１丁目９番４８
号

愛 媛 県 報平成２２年１０月８日 第２２０８号

７８１



��������������

１４点は、１３点から真北１９５度５１分１３秒１４．５２メートルの地点

１５点は、１４点から真北１０５度５１分１３秒５．３０メートルの地点

１６点は、１５点から真北１９５度５１分１３秒１７．９３メートルの地点

ウ 面積

８，７４６．４６平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

今治市波方町波方字石持甲１５７１番４から同甲１６０９番９まで

の地先公有水面及び陸域

イ 区域

次のＡ点からＪ点までを順次直線で結んだ線及びＪ点とＡ

点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（今治市波方町大字波方字石持乙４８２番地の１、国土

地理院「長泉寺」四等三角点）は、北緯３４度０７分１０秒０４７２、

東経１３２度５７分２９秒８５４５の地点

Ａ点は、基点から真北９８度３６分３２秒４６８．７３メートルの地点

Ｂ点は、Ａ点から真北３１度３７分２２秒５２．１２メートルの地点

Ｃ点は、Ｂ点から真北５度３７分２２秒８４．７１メートルの地点

Ｄ点は、Ｃ点から真北３０１度３３分０９秒１３．９２メートルの地点

Ｅ点は、Ｄ点から真北３８度２０分０７秒１１８．４０メートルの地点

Ｆ点は、Ｅ点から真北１２８度２０分０７秒２９０．００メートルの地

点

Ｇ点は、Ｆ点から真北２１８度２０分０７秒２０５．１４メートルの地

点

Ｈ点は、Ｇ点から真北３０８度２３分２４秒７３．９９メートルの地点

Ｉ点は、Ｈ点から真北３１７度３４分３４秒７．７６メートルの地点

Ｊ点は、Ｉ点から真北３０６度５９分４０秒９１．５９メートルの地点

ウ 面積

５６，７９４．３６平方メートル

３ 埋立地の用途

輸送用機械器具製造業用地 約８，６１０平方メートル

道路用地 約 ７０平方メートル

水路用地 約 ７０平方メートル

合 計 約８，７５０平方メートル

４ 埋立免許年月日

平成２２年９月３０日

�������
�愛媛県告示第１１３４号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

東温市見奈良土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維持

管理）の計画の変更を平成２２年９月１５日認可した。

平成２２年１０月８日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�������
�愛媛県告示第１１３５号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第４８条第１項の規定により、

東温市奥松瀬川土地改良区から認可申請のあった土地改良事業（維

持管理）の計画の変更を平成２２年９月１５日認可した。

平成２２年１０月８日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

�������
�愛媛県告示第１１３６号
松山市から協議のあった市営土地改良事業（県単独土地改良事業

（農道）・溝辺地区）の施行は、適当と認められるので、土地改良

法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第５項において準用する同

法第８条第６項の規定により、次のとおり関係書類を縦覧に供する。

平成２２年１０月８日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

１ 縦覧に供すべき書類の名称

� 市営土地改良事業（県単独土地改良事業（農道）・溝辺地区）

計画書の写し

� 松山市営土地改良事業等の分担金等徴収に関する条例の写し

２ 縦覧期間

平成２２年１０月１２日から１１月９日まで

３ 縦覧場所

松山市役所本庁

�������
�愛媛県告示第１１３８号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、宇和島市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・白浦地区）の施行に平成２２年９月３０

日同意した。

平成２２年１０月８日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�������
�愛媛県告示第１１３９号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、宇和島市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（農道）・白浜地区）の施行に平成２２年９月３０日同意し

た。

平成２２年１０月８日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�愛媛県告示第１１３７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成２２年１０月８日

愛媛県中予地方局長 門 屋 � 三

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

２２中局建（開）第３３号

平成２２年９月２９日
伊予市下吾川字鳥ノ木３４１番１

松山市針田町１０９番地９

新日本建設株式会社

愛 媛 県 報平成２２年１０月８日 第２２０８号
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公 告

��������������

�愛媛県告示第１１４０号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第９６条の２第１項の規定に

より、宇和島市から協議のあった市営土地改良事業（県単独補助土

地改良事業（かんがい排水）・颪部地区）の施行に平成２２年９月３０

日同意した。

平成２２年１０月８日

愛媛県南予地方局長 高 魚 貞 利

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２２年１０月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があったので、同

条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成２２年１０月８日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２２年９月１７日 特定非営利活動法人
禁煙推進の会えひめ 豊 田 茂 樹 松山市古川南３丁目１９番３４号 この法人は、喫煙の及ぼす有害性と禁煙の必要

性を広く県内外に向けて啓発する事業を行うこ
とにより、健康の保持・増進に寄与することを
目的とする。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成２２年９月２４日 特定非営利活動法人
フェロージョブステーション 三 好 大 助 松山市西一万町１０番地２ この法人は、障がいを持つ人々が精神的・経済

的に自立して、生き甲斐、働き甲斐を感じなが
ら社会参加・就労できるようになるために、今
後ますます発展を遂げるコンピュータやその領
域の知識や技術を利用した仕事の開拓・研修・
実習・実務に関する業務を行い、障がい者の社
会参画と自立に寄与することを目的とする。

平成２２年１０月８日 発行

愛 媛 県 報平成２２年１０月８日 第２２０８号
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